
5 販路拡大のお手伝い

6 海外進出のお手伝い

7 M&A・事業承継のお手伝い

8 長崎県振興への貢献
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長崎県経済の活性化に貢献する経営統合の実現に向けて

経営体力を高めることで、将来にわたり安定的な資金供給をはじめとして
長崎県経済の発展に貢献する役割を果たします

統合の目的
● ふくおかフィナンシャルグループと十八銀行は、経営統合による効率化を通じて、厳しい環境下においても、
　 将来にわたり長崎県経済の発展に貢献する地域金融機関本来の役割を果たすことを約束いたします。
● 経営統合により創出される人材や資本等の余力は地域企業や地域経済発展のため積極的に活用します。

統合の目的の実現に向けた取組み
● 経営統合の目的の実践状況を確認するために、各種指標を設定し定期的に開示します。
● 経営統合により生じる弊害を防止するための措置や弊害が生じていないかを定期的に開示することで、
   お取引先のご心配を払拭してまいります。
● こうした指標は、アンケート等を通じ改善してまいります。
● これらの実施状況は、私ども自身に加え、地元の有識者等の第三者機関や監督官庁からモニタリングを受ける
　 トリプルチェック態勢を構築いたします。

統合により銀行取引に不安をお持ちのお客さまへの対応
● 経営統合に伴い、金融機関取引に不安をお持ちのお取引先や、新たな金融機関との取引を希望されるお取引
   先に対しては、ニーズのある全てのお取引先を公平に対象として、両社からのお借入れを他の取引金融機関へ
   変更する手続きをサポートいたします。

統合の目的

地元への
貢献

1 お客様との緊密な関係構築

2 円滑なご融資

3 店舗網の維持

4 経営課題解決のお手伝い

地元経済活性化への貢献

統合の目的の実践

不安・懸念の払拭

×

※モニタリング指標は、公正取引委員会の審査や金融庁の検査・監督において必要となる指標を追加設定
　また、地域の皆さまの声に真摯に耳を傾け対話していくことで指標をブラッシュアップ

モニタリング
モニタリング報告

報告
金融庁

第三者機関

アンケートにより
お取引先の声を反映
（数値に表れない実態を正確に把握） 弊害発生を防止する措置

モニタリング指標※等の
設定・開示

モニタリング
ふくおかフィナンシャルグループ及び新銀行

チェック体制
1次

2次

3次
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統合目的の実践状況やお取引先の不安・懸念の払拭をしっかりとモニタリングできる態勢を構築



取引変更を希望されるお客さまへ

●ご検討の際は、「お借換えサポートデスク」にご連絡ください。
●「お借換えサポートデスク」にて、ご相談させていただきます。
　行員が訪問して、説明することも承ります。

お申込は、「お借換えサポートデスク」
にご連絡ください。

他の金融機関との取引ニーズがあるお客さまに対し、
希望する金融機関に取引（お借入）を移す手続きを
サポートします。

平成30年5月7日（月）～6月8日（金）※

※詳細は、下表「実施内容」も参照ください。

受付期間

申込まで
の流れ

ご検討 /ご相談 申込

お借換え
サポートデスク

各種お問い合わせ/ご相談/ お申込み

親和銀行
［受付時間］9時～18時 （銀行休業日除く）

※本件は、全てのお客さまを対象としております。お申込にあたっては、お客さま自身のご意向で判断ください。 お客さまのご判断に
　よって私どもの取引スタンスを変更することは決してございません。

0120-481-144 十八銀行 0120-611-818

実施内容

両社の取引

お借入①

お借入②

ご希望の
金融機関

お借入①
変更の方法

借換 新規
借入

項　目 概　要

対象者
■ 長崎県内に所在する法人・個人事業主の方
■ ふくおかフィナンシャルグループ（親和銀行・福岡銀行）および十八銀行（以下、「両社」）の
　 いずれかまたは双方と取引があり、他の金融機関との取引を希望される方

変更の方法

■ 対象借入を以下の方法等で、ご希望の金融機関（以下、「変更先金融機関」）との取引に
　 変更いたします。  

■ 変更方法は、お客さま・変更先金融機関とのお話合いにより決定させていただきます。

借　　換 変更先金融機関から新たにお借入いただき、両社の対象借入を返済

本来両社で調達予定の借入を、変更先金融機関から借入
※ケースによっては、両社が対象借入を直接変更先金融機関に譲渡

新規借入

対象となる借入 ■ 両社との取引のうち、取引変更を希望するお借入（以下、「対象借入」） 
　 ただし、住宅ローンなど非事業性のお借入は除く

留意事項 ■ 取引変更は、経営統合の実現を前提とさせていただきます。
■ 取引変更には、変更先金融機関の審査を受けていただく必要がございます。

変更後の取引条件 ■ 変更先金融機関からの借入条件は、これまでと原則同一条件といたします。

取引変更により
生じる費用 ■ 取引変更により生じる費用（印紙代・登記費用など）は、原則両社で負担いたします。

取引変更の実施時期 ■ 平成31年1月～3月頃（予定）

取引変更により生じる費用は、現在の取引行が負担

取引（お借入）金額や借入金金利など取引条件は、移す取引
（お借入）と原則同条件

移 動

※期間終了後も、お申込みは随時承ります。


